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平成 24年度 日本免疫毒性学会 総会（兼 評議員会） 議事録 

 

日時：平成 24年 9月 15日（金） 13:15～13:55 

場所：東京慈恵会医科大学 大学 1号館 3階講堂 

司会：第 19回学術大会 柳澤年会長 

 

1. 理事長挨拶：柳澤先生には，第 19 回学術大会の開催に当たりご尽力いただいたことを感謝したい。

現理事会体制も残り 1 年となったが、日本免疫毒性学会のさらなる発展のために努めたい。来年に

は、次期役員改選の手続きも進める必要があるので，ご協力よろしくお願いしたい。 

 

（注： 資料としては，平成 23年度業務報告(案)および平成 24年度後期・平成 25年度前期事業計画（案）

を会場入口にて配布した。当該資料は，本議事録と同様にウェブ会員専用サイトにアップする） 

 

2. 報告事項 

2.1. 平成 23年度事業報告（案）（澤田）：事業報告は会計年度と同じく 4月から翌年 3月までとしてい

る（尚，後述の平成 24 年度後期・平成 25 年度前期事業計画（案）は，理事会終了時点より翌年

の理事会までの計画となる）。平成 23年度の事業報告は，昨年度の事業を継続的に実施した内容に

なっているが、個々の事業内容については、各委員会からの報告を参照して頂きたい。 

2.2. 事務局報告（大槻） 

2.2.1. 会員動向：ここ数年，会員数は 240～250 名で前後している。例年通り，年度末に，特に企業所

属の会員の部署変更などに伴う退会，学術大会における演題登録に伴う入会が生じている。理事

22名，評議員 49名は変動なし。 

2.2.2. 会費納入状況：例年，年度末には 9割前後の納入率となっている。現在は未だ 3割強が未納であ

るが，学術大会会期中の納入も見込まれ，その後，秋と冬に請求を実施する（例年通り）。 

2.2.3. HPバナー状況：現在，4社である。会費値上げにより一般会計の逼迫状況は回避されているが，

WEB 上のバナーとしてはもう少し多い方がよいので，理事並びに評議員の先生方には知己があ

れば事務局まで連絡してほしい。 

2.3. 学術大会報告 

2.3.1. 第 18回学術大会 千葉（上野[代：大槻]）： 161名の参加があった。東日本大震災で開催が危ぶ

まれたこともあったが，無事終了することができた。会員各位に改めて感謝する。なお，年会賞

は千葉大学大学院薬学研究院高齢者薬剤研究室 山浦克典先生，学生・若手優秀発表賞は千葉大

学大学院薬学研究院高齢者薬剤学研究室 諏訪映 里子先生であった， 

2.3.2. 第 19 回学術大会 東京（慈恵）（柳澤）：まだ半日しか経っていないが，本日の午前のセッショ

ンでは活発な討論が展開されていており，うれしく思う。会員各位には，最終演題まで活発な討

論への参加をお願いしたい。 

2.3.3. 第 20 回学術大会 東京（東海・高輪）（坂部）：日程は，2013 年 9 月 12 日（木）・13 日（金），

場所は，東海大学高輪キャンパス（東京都港区高輪 2-3-23）に決まった。第 62 回産業衛生学会

アレルギー・免疫毒性研究会と共催する。テーマは，「免疫毒性学―未来図を探る」，第 20 回記
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念講演・シンポジウムを開催する。なお，事務局は，神奈川県伊勢原市の東海大学医学部内（坂

部研究室）に置く。近々HPを立ち上げ，その際には，日本免疫毒性学会 HP（本体）にリンクす

るようにする。 

2.3.3.1. 第 20回記念事業（藤巻）：学術・編集委員会内に記念事業小委員会を設置し，，当該委員会委員

に坂部・大槻を加え，運営委員会で検討を進めた結果，節目の年ではあるが，他の学会なども

それほど大規模な事業を行っていないので，当記念事業についても通常の学術大会の枠の中で，

記念セッションを設けることとした。今年度の学術大会で大沢先生による特別講演「免疫毒性

研究の温故知新」が設けられ，それを受けて，次年度は，国際的に基礎と臨床の観点から免疫

毒性学の過去・現在・未来を語れる Dr. Deanと Dr. Descotesを招聘することとした。また，

日本側としては，澤田理事長に加えて，免疫並びに環境の免疫への影響にも関心を持たれてい

る東京大学分子予防医学松島教授を招聘することになった。 

2.3.3.2. 第 20回記念事業としての第 40回日本毒性学会学術年会でのシンポジウム（藤巻・上野・中村）：

日本免疫毒性学会 20 回記念事業の一環として，来年，上野理事が第 40 回日本毒性学会学術年

会の年会長を務められるので，その学術年会で，本学会主催のシンポジウムを実施する予定で

ある。澤田理事長・大槻理事を座長として，資料にある吉岡・高野・野原・大槻・手島をシン

ポジストとして提案している。現在，日本毒性学会学術年会の実行委員会で検討中である。尚，

次回の日本毒性学会学術年会ではバイオ薬品の免疫毒性に関するワークショップも企画されて

いるとの情報も紹介された。 

2.4. 委員会報告 

2.4.1. 学術・編集委員会（藤巻・野原） 

2.4.1.1. ImmunoTox Letter：通巻 33号より編集委員長を藤巻理事から野原理事に変更。次号から試験

法委員会による免疫毒性試験のガイドラインの説明コラムを暫く継続する。 

2.4.1.2. 学術大会アンケート調査：第 18回学術大会でのアンケート調査を以て一旦休止とし，今後，そ

の形式等を検討した上で再開する予定である。 

2.4.1.3. 第 20回記念事業：前述参照 

2.4.2. 広報委員会（大槻） 

2.4.2.1. ホームページ：継続的に情報の更新が行われている。尚，バナー広告拡充については前述参照。 

2.4.2.2. メーリングリスト：種々の情報が配信されており，概ね月１回程度のペースでの配信となって

いる。また，本ＭＬは，会員なら誰でも発信可能であり，今回は第 19回学術大会事務局より学

術大会案内を多く配信してもらった。会員サイドからの ML の利用を促したい（万一の場合に

備えて事務局でチェックする機能を設けている）。 

2.4.3. 試験法委員会（筒井）：４つの活動を行った。 

2.4.3.1.1. WHO の化学物質の免疫毒性評価のガイダンスについて会員からパブリックコメントを求め，

提出されたコメントを手島理事に取りまとめてもらい，提出した。一部採用され，本学会HP

からも当該ガイダンスにアクセスできる。 

2.4.3.1.2. JaCVAMからの皮膚感作性関連試験法の第三者評価依頼（牧）：現在，日本動物実験代替法評

価センター（JaCVAM）から皮膚感作性関連試験法（今のところ，ペプチド結合試験並びに

KeratinoSens）について本学会にその第三者評価が依頼され，当試験法委員会で対応するこ
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とになった。その評価に当たっては，技術的な知識を必要とする場合，会員外に委員を委嘱す

ることも考えられている。 

2.4.3.1.3. 第 19回学術大会では海外演者も含めて，in vitro immunotoxicologyとしてWSを組んだ。 

2.4.3.1.4. ImmunoTox Letterに試験法のガイドラインの情報を継続的に掲載することとした。 

2.4.4. 国際化委員会（中村） 

2.4.4.1. 今春の SOTでは JSITの企画として手島理事とDr. Ladicsにより食品によるアレルギーのシン

ポジウムが開催され，発表者として新藤評議員，中村（亮）評議員が参加し，好評を博した。。 

2.4.4.2. 2015年の SOTについて，高野理事による企画が，ISSの中では採択されて SOTの本部委員会

へ提出することになっていたが，ISS サイドの手違いで他の発表者の都合が調整できずに，提

出を断念した。この企画自体は 2016年の SOTへの候補として継続して提案することとした。 

2.4.4.3. 中村理事が 2010～2011年にSOT/ISSのCouncilor，2011-2012年にSenior Councilor (Award

担当)を歴任された。 

2.5. 学会賞・奨励賞（牧） 

2.5.1. 今年度は昨年度より 1 か月応募期間を長くし，昨年の 12 月 1 日より今年の 2 月末までとした。

しかし，学会賞については応募がなかった。奨励賞については 2名の応募があり，選考小委員会

で厳正な選考を行い，その結果、2 名の研究は共に奨励賞に該当すると判断された。この総会の

後，授賞式を実施し，小池先生には授賞式の後受賞講演を，西村先生は第二日目のシンポジスト

となっているので受賞講演を兼ねてシンポジウム講演をしていただく。また，学会賞については，

多くの応募を募るため，次年度より年齢制限（現在は 65 歳）を撤廃することが理事会で承認さ

れたことが報告された。 

2.6. その他 

2.6.1. 特に議題なし 

 

3. 審議事項 

3.1. 平成 24年度後期・平成 25年度前期事業計画（案）（澤田） 

3.1.1. すでに報告事項で各委員会あるいは学術大会年会長から報告された内容も含めて事業を継続した

い。ただし，今期役員の任期は，平成 25 年 9 月末で終了するため，改選手続きが必要になる。

役員改選に当たってはご協力をお願いしたい。→審議の結果，満場一致で承認された。 

3.2. 人事（大槻） 

3.2.1. 名誉会員・理事・監事・委員会委員については変更・追加なし 

3.2.2. 評議員：新評議員候補は資料の 5名。 

高橋先生（㈱新日本科学安全性研究所） 

吉岡先生（大阪大学大学院薬学研究科） 

Tin Tin Win Shwe 先生（国立環境研究所） 

河井先生（第一三共㈱安全性研究所） 

黒田先生（大阪大学免疫学フロンティア研究センター） 

3.2.2.1. ここ 3 年間，評議員会については出欠を確認して来た。新任期となる次年度からは，3 年間無

断で評議員会を欠席した場合，資格を失うことが理事会で決議されたことが報告された。 
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3.2.2.2. →審議の結果，人事案件について，満場一致で承認された。 

3.2.3. 次々期（第 21回）年会長（2014年）（澤田） 

3.2.3.1. 澤田理事長より，徳島文理大学薬学部 姫野理事を推薦する旨，提案された。→審議の結果，

満場一致で承認された。 

3.3. 会計（吉田） 

3.3.1. 平成 23（2011）年度会計報告（案） 

3.3.1.1. 資料に基づき吉田理事より説明が行われた。 

3.3.1.2. 会計監査報告（小島監事） 

3.3.1.2.1. 資料（報告書）に基づき小島監事より監査報告が行われた。→平成 23 年度会計報告は，審議

の結果，満場一致で承認された 

3.3.2. 平成 24（2012）年度修正予算（案） 

3.3.2.1. 資料に基づき吉田理事より説明が行われた。→審議の結果，満場一致で承認された。 

3.3.3. 平成 25（2013）年度暫定予算（案） 

3.3.3.1. 資料に基づき吉田理事より説明が行われた。→審議の結果，満場一致で承認された。 

3.4. その他 

3.4.1. 特に議案なし 

4. 次期会長挨拶（坂部） 

4.1. 前述のように，今回と会場も近く，第 20回という節目に合わせて記念行事の企画も充実させたい。

ご協力をよろしくお願いします。 

5. 次々期会長挨拶（姫野） 

5.1. 元来，免疫毒性には少し縁遠かったが，近年，参加してくれた教室員が免疫毒性関係も研究をして

いるので，盛会になるように努力したい。まだ，日程その他も未定であるが，今後，本学会理事あ

るいは運営委員の先生方と相談の上，詳細を決めていきたい。徳島は飛行機でも関東から近く，ま

た明石海峡大橋を抜けて，神戸からバスでも移動可能である。徳島といえば，阿波踊りと渦潮くら

いかとお思いの向きもあるかと思うが，魅力的な場所でもあり，ぜひ，多くのご参加をお願いした

い。 
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